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２０１１年２月～ （詳細は４ページ参照。）

■ 様々な課題を抱える現代社会において、諸分野におけるＩＣＴの持つ潜在力の発揮が期待される。

■ 各種国際比較データによれば、我が国においては、ブロードバンド基盤の整備が進んでいるものの、ＩＣＴ利活用

に係る取組が後れている状況にあり、ＩＣＴが社会的諸課題の解決等に十分につながっているとは言い難い状況

にある。

■ このため、（１）今後、総務省がＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策について、検討を行う。

また、（２）ＩＣＴ利活用施策に求められる効率性、公正性、説明責任を担保し、効果の最大化を確保するための方

法論等についても、検討を行う。

ICT利活用戦略ワーキンググループ概要

開催目的

開催期間

2

(1) ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策について

社会インフラにおけるＩＣＴ利活用（橋梁・河川等の社会資本におけるＩＣＴ利活用、スマートシティ等）

公的主体における情報資源インフラの整備及び公開（健康・医療、統計・地理等）

ＩＣＴ利活用による生産性・安全性・確実性の向上（農業・食料、労働・就労等）

ＩＣＴ利活用を支える基盤的環境整備（情報セキュリティ、人材力の強化等） 等

(2) ＩＣＴ利活用施策の在り方について

主な検討事項



ICT利活用戦略ワーキンググループ構成員

氏 名 主 要 現 職

村上 輝康（座長） 野村総合研究所シニアフェロー

國領 二郎（座長代理） 慶應義塾大学 総合政策学部長・教授

秋山 昌範 東京大学政策ビジョン研究センター教授

猪狩 典子 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員

石川 雄章 東京大学大学院 情報学環 特任教授

岩野 和生 日本ＩＢＭ執行役員 未来創造事業担当

梶川 融 太陽ASG有限責任監査法人総括代表社員（CEO）

角 泰志 日本ユニシス株式会社専務執行役員 ICTサービス部門長

亀岡 孝治 三重大学大学院生物資源学研究科 「食と農業を科学するリサーチセンター」教授

北 俊一 株式会社野村総合研究所 情報・通信コンサルティング部 上席コンサルタント

篠﨑 彰彦 九州大学大学院経済学研究院教授

三谷 慶一郎 ＮＴＴデータ経営研究所 情報戦略コンサルティング本部長

野城 智也 東京大学生産技術研究所長

安田 直 NPO日本ネットワークセキュリティ協会主席研究員

山田 肇 東洋大学経済学部教授
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（敬称略・五十音順）

計 15名
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ICT利活用戦略ワーキンググループ検討スケジュール

１） 月２回程度開催。６月に第一次とりまとめを策定する 「新事業創出戦略委員会」に本ＷＧのアウ
トプットを反映できるように、検討を進める。

２） ①｢ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策｣について検討（３回）
②「災害時におけるＩＣＴの利活用の課題」について検討（１回）
③「ＩＣＴ利活用施策の在り方」について検討（２回）を経て、「第一次とりまとめ」を策定予定。

３） 検討結果について、適宜、「新事業創出戦略委員会」に報告。

２０１１年
２月
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ICT利活用戦略ワーキンググループにおけるこれまでの検討状況 5

■開催要綱、検討の進め方について
■これまでのICT利活用施策の経緯・取組等について
■｢ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策｣について、フリーディスカッション

第１回会合（2/17）

■｢ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策｣について、構成員よりプレゼンテーション＆フリー
ディスカッション②

◆石川構成員（「 ICT利活用戦略ＷＧ 説明資料（社会資本関係）」）
◆角構成員 （「 ICT利活用による機能連携と情報活用」）
◆三谷構成員（「「情報活用」人材育成の必要性」）
◆安田構成員（「 ICT利活用における情報セキュリティ」）
◆山田構成員（「アクセシビリティに関連するICT利活用施策について」）

■｢ＩＣＴ利活用を重点的に推進していくべき分野と推進方策｣について、構成員よりプレゼンテーション＆フリー
ディスカッション①

◆篠崎構成員（「ICT利活用は課題解決と成長戦略のかなめ」）
◆岩野構成員（「クラウドコンピューティングからSmarter Planetの世界へ」）
◆秋山構成員（「高齢化社会を迎えた保険医療福祉分野におけるICT利活用」）
◆亀岡構成員（「食・農分野におけるICTの利活用」）
◆野城構成員（「interoperability 実現による付加価値生産向上のために」）

第２回会合（2/28）

第３回会合（4/12）

■「災害時におけるＩＣＴの利活用の課題」について、フリーディスカッション

第4回会合（4/26）
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＜「情報の利活用」、「情報活用人材」、「情報セキュリティ」について＞
○情報をマッシュ・アップ（連携・複合）する際の課題として、①原材料とも言える情報そのものの「信頼性」や「クオリ
ティー」の確保をどう図るか、②情報が信頼できるものであったとして、その情報を加工、関連づけ、価値化、ノウハウ
化していくモデルをどう作っていくか、が挙げられる。

○②については、単なる情報を「インテリジェンス」や「ナレッジ」へ変換する作業とも言い換えられるが、このためには、
各分野で行われている取組を整理し、プラクティスを積み上げていく必要がある。

○①については、個々の情報の信頼性は違っていても仕方がない。人が出す情報もあれば、機械が自動的に線引き
して出す情報もある。それをＩＴの機能を通じて仕分けをする、あるいは確率論としてそれを差別化することは可能と
思われる。②については、今後熟練技能者が減っていく中で、その人達の知恵をいかに可視化するか、あるいはそ
の人達のノウハウを出してもらうためのインセンティブを与えるメカニズムをいかに作るかが課題。

○①については、 「信頼度１００％の情報」というものはそもそも存在しない。国際比較調査によれば、日本のインター
ネット利用環境は「最も安全」だが、人々は「最も不安」と感じている現状がある。情報セキュリティ教育でも、「過剰な
不安感」をぬぐうような教育が必要。そうでないと、クラウドコンピューティングの活用といっても、情報連携・データ連
携がいつまでたっても進まない。

○①について、情報を出す際に「誰がいつ入力した情報か（信頼性）」という要素はひも付けられるべき。②については、
例えば住民基本台帳のＩＤを他制度にもフレキシブルに流用し連携させる等は、大変メリットがある。

○情報や見解は一元化されるよりもむしろ多元的・多様であった方が良い。「情報源」を明示することは重要。「情報の
クオリティーコントロールに係るベストプラクティス」的なものを世の中に定着させていくことが大事。

○②について、例えば農水分野では「情報活用人材」は全くいない状況であり、今後の大きな課題。
○情報利活用について、（１）セキュリティや国家安全保障等の観点から、絶対守られるべきもの、皆が享受すべき
サービス、と、（２）あると生活が便利になるもの、とに分けて考えるべき。

○ （１）について、国は優先的・重点的に取り組むべき。②については、国が持つデータを民間に活用させたり、国が持
つ情報と民が持つ情報とを組み合わせて新たなサービスを生み出すという発想が重要。

○「どの情報が重要か」は、ユーザー側の視点が重要。ＩＴの方ばかりを見るのではなく、各分野のユーザー、学者、
プロフェッショナルと情報をシェアし、議論をしながら最適化を図っていくプロセスが必要。

○「どの情報が重要か」は価値観の問題であり、人によってバラバラになる。そこはやはり当該情報についての「かけ
るコスト」と「得られる便益」とを勘案して、国が予算を投じるかを判断するべき。

○「実証」と「事業化」という思考軸に加え、「システム」よりも「情報利活用人材」が重要という示唆を得た。

第３回ワーキンググループ（平成23年4月12日）における主なご発言
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＜「災害時におけるＩＣＴ利活用の課題について＞
○今回の大震災ではウェブサイトに、アクセシビリティ上の多くの問題が見出されている。たとえば、仙台市と名古屋市
が事前に協力協定を結んでおけば、仙台市のサイト更新を名古屋市側でサポートするといったことが簡単にできた。
外国語での情報提供などでは、いっそうこの仕組みが役に立つ。次の災害に備えて、今から準備すべき。

○今回、津波警戒情報など、情報の発信側に課題が見つかった。常に情報発信のやり方等を第三者が点検・検証し、
有効性や信頼性を確保するよう、社会システムに組み込むべきである。

○「プロの扱う情報」と「信頼性は低くても良いので早く欲しい情報」などいろいろな性格のものがある。情報を「質」と「タ
イミング」で整理する必要。

○復興に必要な情報を整理し、それをモニタリングする仕組みをつくる「情報の可視化・デジタル化」。自立分散協調を
前提とする環境等をつくる「情報の共有化」。そして具体的な「情報活用」につなげていくという流れで整理できる。

○今回、個人情報を保護し過ぎていて、利活用しないことによるデメリットが明らかになった。個人情報保護法を改正し、
災害度合いに応じて個人情報保護法の解除レベルを「レベル１」、「レベル２」、「レベル３」といった形に横串にパッ
ケージ化し、それぞれのケースにおける個人情報の取り扱いを場合分けして規定するべき。

○情報共有化を阻害する法制度・ルール緩和が必要不可欠。特に災害時の個人情報保護法関連ガイドラインについ
ては検討要。また、情報共有化をより円滑に行うために、従前から議論のある国民ID、企業IDについても早期に推進
すべき。

○災害弱者はそのまま情報活用弱者と成りうる。被災時に情報活用弱者が集まる拠点（病院、学校、避難所になりえ
るところ）においては、前もって情報活用能力を高めておく必要。

○今回、携帯電話が行政と個人を直接結び、大変機能することが分かった。いわゆる「プッシュ型行政サービス」の実
現や「電子私書箱」といった発想にも、携帯電話がその媒体として有効ではないかと考える。

○実証実験の結果開発したものについても、実装されていなければこのような災害時には役に立たないということがよ
くわかった。

○これまでの議論については、方向性が間違っていたのではなく、正しいことが分かった。ちゃぶ台をひっくり返す必要
はなく、むしろ震災を契機として課題が明確に見えてきたともいえる。

○平時に、非常時に得た知見をベースに対応ができるようしていくべきであるし、その間をつなぐのは「リスクマネジメ
ント」ということになるのではないか。今こそ電子政府をはじめとする電子化を推進すべき時である。

第４回ワーキンググループ（平成23年4月26日）における主なご発言



8(参考)メーリングリスト上における主なご意見①（平成23年4月12日時点）

＜「縦軸」と「横軸」について＞
○縦割りも横並びも同根ではないかと感じる。全体を見通して統括する立場を取り難いので、各々の立場で最善を尽く
そうとして全体のバランスと合わなくなって来ているように見える。現在は縦割りというよりは横並びのイメージ。業界や
分野毎に最適かを考えた縦割りで、各分野の専門性が生かされるような施策が考えられていれば良いと思う。ただ、技
術や制度は共通部分があり、それを一括して扱えれば効果的に予算を使うことも可能であるという可能性がある。共有
部分と個別部分の切りだしは難しいと思うが、議論を重ねていけると合意形成にもつながる。

○今は中央政府の仕組みが縦割りであるため、都道府県レベルもそれに準拠し、基礎自治体や現場レベルでのヨコ串
が必要になり、上手くいっているところは、属人的にそれを行っているところではないかと思う。特に、政令指定都市や県
庁所在地ではなく、小さな自治体では困っている。
○「ヨコ串」のアプローチが必要ものとして、下記があげられる。

・領域を超えた横断的な共通認識が必要となるもの（セキュリティ、プライバシー、あるいは電子情報の法的証拠能力に
関する一般的な考え方、等共通ガイドラインが必要となるようなテーマ）
・どの分野においても共通的に必要となるもの／どこかの分野の成功実績が横断的に展開できるもの（ICT人材育成等）

○米国の電子政府推進において、省庁横断的なテーマについては、テーマ毎（省庁毎でなく）に予算を前もって付けてい
るということを聞いた。省庁毎に配ると、その後調整が取れないということへの対処なのであろう。同じようなことを日本で
もできるといい。（同様の観点で、内閣官房IT担当室自体が、横断的テーマの予算を持つなど。）

○国民世論・コモンセンスを形成し、声が利害のないあちこちからあがることが重要。そのためには、「横串」など短い
キーワードを流行語化させる必要はある。

○「ターゲットをどこに置くか」を明らかにして政策を検討することが重要。例えば、スタートアップの段階と展開の段階で
は、必要とされる内容も規模も違ってくる。また、対象が民間事業なのか公的事業なのか、事業組織の規模によっても異
なる。立ち上げ時は、当該事業そのもので一定の効果を発揮することが期待されるため、「タテ割」的な施策が必要で、
それが一定程度ブラッシュアップされた段階で初めて横展開が可能となる。（実は、このデザインが最も難しい）

その意味では、「ヨコ串」的な政策の中には、タテ割施策とセットで必要となるものと、横展開時に必要となるものがある。
重要なのは、必要な人に、必要なタイミングで、必要な内容を提供することで、「ここに置いてあるから」というのでは有効
活用されない可能性。素晴らしい政策も使われて初めて効果を発揮する。政策の意図、内容がターゲットに対してタイム
リーに届く仕組みや使い易い提供形態等も、政策の重要な構成要素。



9(参考)メーリングリスト上における主なご意見②（平成23年4月12日時点）

＜「縦軸」と「横軸」について（続き）＞
○農水省のプロジェクトでも多くの技術シーズが生まれたが、研究ベースに留まっており、また、他省と共有がなされて
いない。つまり大事なアウトリーチがなされていない。他省等と共有されて初めて展開が生れるので、各省は必要な情報
を選定・入手・編集・提供する編集部のような組織を備えるべき。例えば、本ＷＧでも自分とともに農水省のそういう役割
を担う人が参加すれば、話はうまくいく。要約すれば、タテ分野の技術シーズを作り出す第一次プロジェクトを各省で行
い、この成果を持ち寄り、実用に繋げる第二次プロジェクトを、例えばヨコ串となるキーワード（例えば「ＩＣＴ」、「食」）を所
管する省が実施する、という仕組みを政府全体で作るべき。
○縦割り分野におけるICT利活用の効果の検証や、導入のための課題の明確化、さらに、全国展開のための技術企画

化や円滑導入のためのノウハウの確立という観点も、非常に重要。行政機構における総務省が企業における情報シス
テム部門と考えれば、ICTの利活用に対するモチベーション・スキル・ノウハウがない各組織（縦の各省庁）をうまくリード
し、縦割り組織での各施策において、良い芽が出れば全社（全国）に展開する役割が期待される。

○「横串機能の強化」について賛成である。特に共通基盤的な要素で、省庁横断の行政ポータルや、ワンストップサービ
スを実現するための個人認証（電子署名など）は、総務省にしかできない分野。

○現実問題として、単独ではなく、複数の省庁が絡まなければ推進することが難しい施策が多いとすれば、推進と制度
改革はセットであり、各省庁が総務省との合意のもと制度改革をしてもらうしか方法はないように思う。とすれば、「可能
性」を探るためにも、現状として、省庁間連携を妨げている要因をより深く分析することが求められている。海外の事例か
ら学ぶとすれば、韓国やデンマークなどの利活用先進国では、情報通信政策は危機感に基づいて（やりやすいところで
はなく）必要なところから行っている。それらの優先順位をつけて、確実に実行するためにはＩＣＴ関連の予算と権限を持
つ司令塔の存在が不可欠。日本で実現するためには、①ＩＴ戦略本部の機能を強化する（総務省もより積極的に意思決
定に関与する。）②ＩＴ戦略本部を代替する政府ＣＩＯ的な組織を設置（デンマークでは、デジタルタスクフォースという部隊
が全体を掌握しています。総務省も、将来期待されている政府ＣＩＯ的組織に積極的に参画する。※政府CIOは、内閣官

房の電子行政タスクフォースより企画委員会に提案された。）③総務省に、予算と権限を集める。（企画は、戦略本部。
それを受けて、執行は総務省）（韓国では、総務省が権限を握っている。）という方法がある。省庁間調整が難しいことを
理由に、制度改革を避けることは、国民・ユーザーのためには、本来あってはならない。何とかして、推進体制を構築す
ることが急務であるし、そこに積極的に総務省が関与していくことが必要。



10(参考)メーリングリスト上における主なご意見③（平成23年4月12日時点）

＜情報の利活用について＞
○プライバシーとセキュリティに関する仕組みの見直しが急務。個人の尊厳と公共の利益を考えた場合のバランスの観
点から、今はプライバシー保護に重心が寄りすぎている。情報利活用のためには、個人を尊重しつつも、もう少し公共の
利益を重視するような仕組み作りが求められている。特に、課題に特化した形で、もっと費用対効果を上げる仕組み、2
次利用を促進する仕組みが必要。すでに、厚生労働省が頑張っているが、医薬品の副作用情報などは個人情報が含ま
れているが、それを公共に活かすためには、暗号を利用した匿名化以外に、ある程度の絞り込みは可能であってもしょう
がない、というような漏えいリスクを取る必要に迫られる。（新型ウイルスのような新興感染症や特殊な疾患では、地域が
分かっただけで、ある程度個人の特定が可能になる）そのためには、ムチである、訴追可能性のある情報インフラを実現
すること（デジタル・フォレンジック技術の導入）とともに、アメを提供するために、課金の仕組みを共通化して、相互利用
を促進する取り組みを示す必要がある。そのために、まず特区制度などを利用して、モデルとなりうる例を示すことがで
きればと思う。

＜利活用施策の在り方（プロジェクト管理等）について＞
○予算要求や決算と関係する成果物評価が難しいと感じている。全体を見通して目標やステップを決め、各担当部署に
仕事を割り振り、全体で望ましい形に持って行く努力が必要。税金の使い方を評価するのも、領収証のような形式だけで
はなく、成果その物に対する評価ができないものか。2001年くらいにPKI関係の現状や考え方を調査するためカナダの
PKIリエゾンという組織の方と話したことがあるが、印象的だったのは、PKIリエゾンは政府の電子認証関係の全体に責任

を持ち、全体の予算を取りそれを各担当部署に切り分け、分担作業を行うことで迅速で効果的な実現を目指していると
のこと。このような施策が実現できるようにできないものか。
○米国のビジネススクールで行っているマネジメント研究、特にビジネスモデル研究開発に近い。したがって、10年ほど
前に良く指摘されたテクノロジー・アセスメントのような手法が、やはり必要になってくる。

○これまでに出てきたアウトカムの議論とも通じるが、総務省が自ら手を動かして事業を行うわけではないので、総務省
の政策がいくら素晴らしくても事業者が良くなければ、事業としてはうまくいかない。これは他の省庁も同じことで、直轄
事業であれば国自身が実施するが、多くの場合には事業者は別にいる。つまり、各省の政策との連携は大切であるが、
それで十分ではない。個別事業の成果を総務省の政策のアウトカムとして捉えるならば、こうした相互関係を理解したう
えで、他省とどのように連携して政策を構成するかだけでなく、実際の事業者にどうアプローチするか、どうサポートする
かを併せて考える必要。



11(参考)メーリングリスト上における主なご意見④（平成23年4月12日時点）

＜利活用施策の在り方（プロジェクト管理等）について（続き）＞
○民間企業におけるプロジェクトでも、IT部門がいかに騒いでも、改革対象業務部門が動かないと、何も効果はあがらな
い。企画段階で、いかに業務部門に、オーナーシップを持ってもらい、成果責任を握らせるかがキモ。

○総務省の利活用施策を実際の利活用に結びつけるためには、現状ではできていない「分野別所管省と全面的に協力
関係を打ち立てて分野所管省が目標を立て、これに資するＩＣＴ利活用目標を共有する」点について、どのように実現し
たらよいかを、十分に議論する必要がある。（総務省内だけでなく、具体的な事例をもとに関連省庁との議論も必要に

なるかもしれない。）というのも、各省庁と合意した目標設定がなければ、当然評価もできないし、成功したか、失敗した
か、（第三者機関などが）評価しなければ、その事業は単発のものとなってしまう。また、縦串省庁の合意がなければ、
総務省単独での水平展開は、とても困難になると思われるから。突き詰めれば、省庁間のコンセンサス（合意形成）をい
かにするか、という課題。もし、この点が解決できない場合は、事業の執行は、各省庁を責任主体とし、総務省は、アドバ
イザー機能としての予算をつけて分業する、という選択肢もあるかもしれない。

○プロジェクトなので、失敗もあることを前提にして、事業として進めることが大切。大切なことは、失敗しないことではな
く、失敗した場合、成功した場合、それぞれの要因分析をしっかり外部の専門家が行う。そして、横展開するとき、または
同じような事業を官ではなく民間で挑戦したいプレイヤーが出てきたとき、成功率や効果を高められるよう、ノウハウを蓄
積し、公開すること。この評価・ノウハウの収集と公開ができれば、国民へのアカウンタビリティが高まるので、その観点
からも重要。

○電子政府について、今、識者と勉強会を開いて研究しているが、そこでの意見の大勢は、今の官房ＩＴ室のような省庁
間調整機能だけでは不十分で、省庁横断的に情報投資を管理する、そして情報システム間の連携をリードする、強い
リーダシップが必要だというもの。それが、政府ＣＩＯの設置。でも、ありとあらゆる分野、たとえば医療分野、教育分野な
ど個々に政府の中に中央司令部を作るというのはナンセンス。むしろ、ありとあらゆる分野で情報通信の活用を是として、
それに反するもの（規制によって実現できないもの）については規制の側を直す、ということを政治的に意思決定してしま
う必要があるのかもしれない。

○なぜ総務省は普及施策に取り組まないのか、まったく理解できないでいた。個別の事情を聞いても答えはすべて「財
務省が認めない」ばかりで、それでは答えになっていないと思う。せっかく取り組んだ実験であれば普及促進するまで関
与するのが総務省の任務。その上で、実証実験を「まだリスクの大きな状況にある社会実験の段階」と「最後に残された
リスクを解決する試験導入の段階」に分けて、少しずつ問題を解決しながら普及促進段階に向かうように提案したい。普
及促進も一年限りの施策とはせず、普及の状況を見て終了を判断すべきだと考える。


